
調布都市計画地区計画の変更（調布市決定） 

都市計画飛田給駅周辺地区地区計画を次のように変更する。 

 名 称 飛田給駅周辺地区地区計画 

 位 置※ 調布市飛田給１丁目及び飛田給２丁目各地内 

 面 積※ 約３９．７ha 

地区計画の目標 

 本地区は味の素スタジアムをはじめとする調布基地跡地内の各種施設への主要な玄関口となっている。特に，味の素スタジアムの   
開場に伴って，来訪者が劇的に増加し，生活環境等の変化が生じている。また，都市計画道路３・３・３４号線及び駅前広場を除くと，
都市基盤施設が未整備であり，無秩序な市街化の進展が懸念されている。 
 このため，道路等の都市基盤施設の整備を図りつつ，商業・業務機能を適正に配置するとともに，ゆとりと落ち着きのある都市型    
住宅を誘導するなど，住民にも，また，来訪者にとっても，魅力的で快適な市街地の形成を目指す。 
 さらに，基地跡地には数多くの福祉施設が立地するとともに，広域避難場所であることなどから，ユニバーサルデザインに配慮した
安全で快適な街づくりを推進する。 
 駅周辺については，商業・業務活動の中心地にふさわしい整備を図り，住民や来訪者が利用しやすく快適な駅前空間の実現と，地域
の核となる魅力ある商業・業務複合市街地の形成を図る。 
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土地利用の方針 

１ 駅から南北に通る都市計画道路沿道の地域は，南北において機能を分担し，土地の有効・高度利用を図ることにより，地区の特性
に応じた連続性・統一感のある商業・業務地の形成を目指す。 

 (1) にぎわい商業・業務ゾーン 
   飛田給駅北側の都市計画道路沿道は，駅と味の素スタジアムをはじめとする調布基地跡地内施設とを結ぶメインゾーンであり，

地域住民とともに広域的に多くの人々が訪れることから，地区住民はもとより来訪者にとっても魅力的な商業・業務機能の集積を
図る。 

 (2) ふれあい商業・業務ゾーン 
   飛田給駅南側は，既存商店街の活性化を図り，日常生活品を扱う生活密着型の最寄品を中心とした商業・業務ゾーンとし，地域

住民が落ち着いて買い物を楽しめる商業・業務空間を形成する。都市計画道路３・４・３３号線沿道西側は，都市計画道路の整備
と合わせた既存の店舗併用住宅の建替えや共同化等による土地の有効利用を促進し，商業・業務地区としての活性化を図る。沿道
東側については，地区のにぎわいの向上や交流を促進するため，駅前広場の整備と合わせて，生活関連支援施設や商業業務施設，
文化交流施設の立地を誘導し，駅南口の商業・業務ゾーンの核となるような商業・業務複合市街地の形成を図る。 

２ 甲州街道沿道及び品川通り沿道は，沿道施設ゾーンと位置付け，自動車交通に対する沿道の利便性と，住宅地の住環境を騒音など
から守るための緩衝機能とを併せ持つ，流通業務施設の立地誘導を図る。また，その後背地は，都市型住宅ゾーンと位置付け，都市
型住宅を中心とした複合市街地の立地誘導を図る。 

３ その他の地域は，低層住宅ゾーンと位置付け，現在の良好な住環境を保全しつつ，建物用途の混在や密集を改善するため，憩い・
集いの場となるスペースを確保した都市型住宅と，閑静で緑豊かな低層住宅地とを適正に誘導し，住民生活を重視した安全でゆとり
ある住宅地の形成を目指す。 



 

地区施設の 
整備の方針 

 道路については，歩行者や自動車が安全で快適に通行できるようにするため，地区内への不要な通過交通を排除し違法駐車を抑制   
するよう，適切な配置と空間を確保した道路整備を図る。 
 また，公園については，地区住民の憩いの場や子どもたちが安心して利用できる遊び場を確保するため，公園やポケットパークを    
適切に配置し，併せて防災性の向上を目指す。 
 商業・業務Ｂ地区については，以下のとおりとする。 
１ 地区内の回遊性を高め，安全で快適な歩行者空間を確保するため，公共空地を配置するとともに，中央部を東西方向に貫通する   
歩行者専用の通路の機能を確保する。また，品川通り沿いの公共空地は，歩道状空地を設けるとともに，歩道状空地以外の部分は，
植栽を設けることにより，うるおいのある街並み形成を図る。 

２ 既存樹木を生かし，緑豊かな空間を確保するため，緑地を配置する。 

建築物等の 
整備の方針 

 商業・業務・住宅の調和を図るため，地区の環境を損なわないように用途を誘導する。 
 美しく連続性のある街並みとなるよう，建築物の形態や意匠を適切に誘導するとともに，緑化を推進する。 
 ゆとりある空間を確保するため，壁面の位置や建築物の高さについて，土地利用の方針に応じた適切な制限・誘導を行う。 
１ 商業・業務Ａ地区及び商業・業務Ｂ地区では，魅力ある商業地の形成や快適な歩行者空間を創出するため，建築物等の用途の制限，敷地    
面積の最低限度，壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限を定める。 

２ 商業・業務Ａ地区及び商業・業務Ｂ地区では，周辺環境と調和した良好な景観形成を図るため，建築物等の形態又は色彩その他の意匠の   
制限を定める。 

３ 商業・業務Ａ地区及び商業・業務Ｂ地区では，敷地内の緑化を推進するとともに，うるおいのある街並みを形成するため，垣又はさくの    
構造の制限及び土地の利用に関する事項を定める。 
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種  類 名   称 面    積 備    考 
緑地 緑地 約２００㎡ 新  設 

その他の 
公共空地 

公共空地１号 約３４０㎡ 新  設 
公共空地２号 約１７０㎡ 新  設 
公共空地３号 約６００㎡ 新  設 
公共空地４号 約４６０㎡ 新 設（幅２ｍ以上の歩道状空地を設けること。） 

名   称 幅    員 延    長 備    考 
貫通通路 ６ｍ 約８５ｍ 新 設（高さ３ｍ以上の空間を設けること。） 



 

 

地区の区分 
名 称 商業・業務Ａ地区 商業・業務Ｂ地区 
面 積 約０．５ha 約１．６ｈａ 
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建築物等の用途の制限※ 

 次に掲げる建築物は建築してはならない。 
 (1) 勝馬投票券発売所及び場外車券売場その他これらに

類するもの 
 (2) 工場（自家販売のために食品製造業を営むもの及び

自動車販売業その他これらに類するサービス業を営む
店舗に附属するものを除く。） 

 (3) 倉庫業を営む倉庫 
 (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第２条第１項第４号及び第５号に掲げる営業の用に 
供する建築物 

 (5) 都市計画道路３･４･３３号線に面し，建築物の１階
を居住の用に供する建築物（居住の用に供する玄関，
階段等は，この限りでない。） 

 地区のにぎわいの向上や交流を促進するため，都市計画道路
３・４・３３号線に面する建築物の１階の主たる用途は，生活
関連支援施設，商業業務施設又は文化交流施設とする。 
 ただし，次に掲げる建築物は建築してはならない。 
 (1) 勝馬投票券発売所及び場外車券売場その他これらに類す

るもの 
 (2) 工場（自家販売のために食品製造業を営むもの及び自動

車販売業その他これらに類するサービス業を営む店舗に 
附属するものを除く。） 

 (3) 倉庫業を営む倉庫 
 (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律  

第２条第１項第４号及び第５号に掲げる営業の用に供する
建築物 

建築物の敷地面積の最低
限度 

１００㎡ ３，０００㎡ 

 ただし，次の各号に該当する場合においては，本規定は
適用しない。 
 (1) 本規定が告示された際，現に建築物の敷地として 使

用されている土地で本規定に適合しないもの又は現に
存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地と
して使用するならば本規定に適合しないこととなる土
地について，その全部を一の敷地として使用する場合 

 (2) 公共事業の施行による建築物の敷地面積の減少によ
り，当該事業の施行の際，現に建築物の敷地として使
用されている土地で本規定に適合しなくなるもの及び
当該事業の施行の際，現に存する所有権その他の権利
に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定
に適合しないこととなる土地について，その全部を一
の敷地として使用する場合 

 (3) 駅舎その他鉄道の施設，公衆便所その他これらに類
する公益上必要な建築物の敷地として使用する場合 

 ただし，次の各号に該当する場合においては，本規定は適用
しない。 
 (1) 本規定が告示された際，現に建築物の敷地として使用  

されている土地で本規定に適合しないもの又は現に存する
所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用 
するならば本規定に適合しないこととなる土地について，
その全部を一の敷地として使用する場合 

 (2) 公共事業の施行による建築物の敷地面積の減少により，
当該事業の施行の際，現に建築物の敷地として使用されて
いる土地で本規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施
行の際，現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物
の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととな
る土地について，その全部を一の敷地として使用する場合 

 (3) 駅舎その他鉄道の施設，公衆便所その他これらに類する
公益上必要な建築物の敷地として使用する場合 



壁面の位置の制限 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱等の位置は，次による
ものとする。 
 計画図に表示する１号壁面の位置の制限 
…道路境界線から０．５ｍ以上後退しなければならない。 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱等の位置は，次の各号によ
るものとする。 
(1) 計画図に表示する２号壁面の位置の制限 

…道路境界線から２ｍ以上後退しなければならない。 
(2) 計画図に表示する３号壁面の位置の制限 

…道路境界線から３ｍ以上後退しなければならない。 
(3) 計画図に表示する４号壁面の位置の制限 

…緑地境界線から４ｍ以上後退しなければならない。 
(4) 計画図に表示する５号壁面の位置の制限 

…道路境界線から５ｍ以上後退しなければならない。 

 

 

壁面後退区域における工
作物の設置の制限 

 道路に面して壁面の位置の制限として定められた限度の
線と敷地境界線との間の土地の区域については広告物，看
板，自動販売機，門，塀，さく等の交通の妨げとなる工作
物を設置してはならない。ただし，次の各号に該当する場
合は，この限りでない。 
 (1) ひさし又は袖看板等で道路の路面の中心から高さが

４ｍを超えるもの 
 (2) 電柱や電線地中化に伴う変圧器等，公益上必要なも

の 

 道路又は緑地に面して壁面の位置の制限として定められた 
限度の線と敷地境界線との間の土地の区域においては，広告物，
看板，自動販売機，門，塀，さく等の交通の妨げとなる工作物
を設置してはならない。ただし，次の各号に該当する場合は，
この限りでない。 
 (1) 敷地境界線に沿って設ける車止め，樹木で歩行者の通行

に配慮したもの 
 (2) 電柱や電線地中化に伴う変圧器等，公益上必要なもの 

建築物等の形態又は色彩
その他の意匠の制限 

 建築物の形態又は色彩は，周辺環境との調和を図り景観に配慮する。また，屋外広告物を設置する場合は，周辺環境との
調和を図り，景観を良好に維持できる色彩・構造とするとともに，腐朽し，腐食し，又は破損しやすい材料を使用してはな
らない。 

垣又はさくの構造の制限 
 道路又は緑地に面して設置する垣又はさくは，安全で快適な歩行者空間を生み出すため，生垣又は透視可能なフェンス等
とする。ただし，その基礎で地盤面からの高さが６０センチメートル以下のもの又は門柱にあっては，この限りでない。 

土地の利用に関する事項 
 地区内は，できる限り既存の樹木等を生かしつつ，可能な限り敷地内や屋上，壁面等の緑化に努め，緑被率を向上させる
ものとする。 

※は知事同意事項 

「区域，地区の区分，地区施設の配置，壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 
 

理由：風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正に伴う規定の整備を行うため，地区計画を変更する。 








